
（
前
文
）

子
ど
も
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

一
人
ひ
と
り
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
す
。

子
ど
も
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
学
び
育
つ
力
を
持
ち
、

未
来
へ
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。 

子
ど
も
は
、
周
り
の
人
に
大
切
に
さ
れ
、
愛
さ
れ
、

信
頼
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
に
自
信
を
持
ち
、
安
心
し
て
健
や
か
に
育
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

子
ど
も
は
、
子
ど
も
の
持
つ
権
利
が
保
障
さ
れ
る
中
で
、

そ
の
権
利
を
正
し
く
学
び
、
自
分
の
意
思
を
自
由
に
表
明
し
、

自
分
に
か
か
わ
る
こ
と
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

子
ど
も
は
、
自
分
の
意
思
が
誠
実
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
で
、

自
分
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、 

自
分
と
同
じ
よ
う
に
他
の
者
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
学
び
、

互
い
の
権
利
を
尊
重
し
合
う
心
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

子
ど
も
は
、
こ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
規
範
意
識
を
育
み
、

社
会
の
一
員
と
し
て
、

様
々
な
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
大
人
へ
と
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

す
べ
て
の
子
ど
も
が
、
そ
の
持
て
る
力
を
発
揮
し
、

次
代
を
担
う
存
在
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が

す
べ
て
の
町
民
の
願
い
で
あ
り
、 

こ
の
た
め
、
す
べ
て
の
大
人
は
、
子
ど
も
の
成
長
す
る
力
を
認
め
、

子
ど
も
と
向
き
合
い
な
が
ら
子
ど
も
の
意
思
を
誠
実
に
受
け
止
め
、

子
ど
も
の
未
来
の
視
点
に
立
っ
て
と
も
に
考
え
、

子
ど
も
の
育
ち
を
支
え
て
い
く
責
任
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
大
人
は
互
い
に
連
携
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
認
識
し
、

子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
た
め
の
環
境
を
整
え
る
と
と
も
に
、 

大
人
は
子
ど
も
の
模
範
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
行
動
し
、

子
ど
も
か
ら
信
頼
さ
れ
る
存
在
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
考
え
の
も
と
、

私
た
ち
は
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
理
念
に
基
づ
き
、 

子
ど
も
に
と
っ
て
大
切
な
権
利
を
保
障
し
、

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
し
な
が
ら

子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
し
、

未
来
を
つ
く
る
子
ど
も
の
し
あ
わ
せ
な
ま
ち
の
実
現
を
図
る
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
し
ま
す
。

幕別町子どもの権利に関する条例





「わたし」と「みんな」WORK
2

あなたの周りにいる人たちを書き出してみましょう。Q1

わたし

家族

友だち

地域の
ひと

学校

2

あなたの周りにいる人たちとの関わりについて考えてみましょう。Q2

あなたとの関係／その人の名前 あなたがしてもらっていること あなたがしてあげられること

あなたとの関係：父

名前

あなたとの関係：母

名前

あなたとの関係：友だち

名前

あなたとの関係：友だち

名前

あなたとの関係：（　　　　）

名前

あなたとの関係：（　　　　）

名前

あなたとの関係：（　　　　）

名前

あなたとの関係：（　　　　）

名前

あなたとの関係：（　　　　）

名前

あなたとの関係：（　　　　）

名前
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子どもの権利って、どういう意味だろう？

3．「権利＝好き勝手にできる」
　…ということではない。

どもの権利があるからといって、子どもは何でも好き勝手にしていいというわけではありません。子ども
は、父母（保護者）に守られ、育てられている存在です。経済的にも自立していませんし、精神的にも未熟
な部分があります。そのため、父母（保護者）には子どもの養育や発達に関しての責任があり、子どもの年
齢や発達に応じた適切な指導、アドバイスをする責任があります。

子

2．「子ども」も「大人」も、
　平等に“生きる権利”を持っている。

きる権利は「子ども」も「大人」も平等に持っています。私たちは一人ひとり、名前も、容姿も、性格も、好
きなものも、考え方も、違います。世界的な規模で見ると、人種や宗教、政治的な考え方、文化、習慣な
ど、様々な違いを持っています。しかし、一人ひとりの命の大切さに差はありません。一人ひとりが“生
きる権利”を持っています。

生

1．生まれながらにして、
　当たり前に持っているもの。

童の権利に関する条約（Convention on the Rights of the Child）の“Rights”は本来「もっともだ」、「その通
りだ」、「当然だ」、「誰もが認めること」の意です。「the Rights of the Child」は「子どもにとって当たり
前の欲求を社会的に認めていくこと」という意味であり、それが「子どもの権利」となります。

児

私

4．自分が尊重されるだけでなく、
　他の人の権利も尊重する。

たちは、子どもも大人も、大勢の人々が集まった“社会”の中で生きています。一人ひとりが同じように
“権利”を持っています。あなたの権利と同じように、あなたの周りの人達の権利も大切にされなければな
りません。権利を主張するということは、自分の意見を押し通すことではなく、「お互いの権利を尊重し
合う」ということなのです。

4

生きる権利　子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持って
います。

　
育 つ 権 利　子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な

情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重
要です。

　
守られる権利　子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。紛争下の

子ども、障がいをもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
　
参加する権利　子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを

作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを
守って行動する義務があります。

（日本ユニセフ協会HPより）

児童の権利に関する条約　～ 4つの柱～

第11条　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵
すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条　この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければな
らない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用
する責任を負ふ。

第13条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法

第 4 条　この章（条例）に定める権利は、子どもが健やかに育つために、特に大切なものとして保障されなけ
ればなりません。

　　 2 　子どもは、その年齢及び発達に応じ、社会の責任ある一員であることを自覚するとともに、自分の
権利が尊重されることと同様に他の者の権利を尊重しなければなりません。

幕別町子どもの権利に関する条例
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幕別町で定めたあなたの“権利”

安心して生きる権利1

　あなたは、かけがえのない存在として命が守られ、愛情
をもって育てられ、安全な環境のもとで安心して暮らすこ
とができます。健康的な生活が与えられ、重大な権利の侵
害である、虐待やいじめから守られなければなりません。
　命が大切にされ愛情を受けて育まれることは、心の豊か
さが満たされ、心身の健やかな成長につながります。

 条例

第5条
子どもは、安心して生きるため、次に掲げる権利が保
障されなければなりません。
1．命が守られ、安全な環境のもとで暮らせること。
2．かけがえのない存在として、愛情及び理解をもって

育まれること。
3．健康に配慮されるとともに、適切な医療が受けられ

ること。
4．あらゆる虐待、暴力及び犯罪から守られること。
5．あらゆる差別及び不当な扱いを受けないこと

自分らしく生きる権利2

　あなたは、一人の人間として人格が尊重される存在です。
自分が思ったことや感じたことを、話したり、文章に書い
たり、絵に描いたり、歌ったり、演じたりすることなどを
通して、自由に表現し、伝え合うことができます。
　一人ひとりが個人として尊重され、自己肯定感を持ちな
がら生きていくことができます。 

 条例

第6条
子どもは、自分らしく生きるため、次に掲げる権利が
保障されなければなりません。
1．かけがえのない自分を大切にすること。
2．個性や他の者との違いが認められ、人格が尊重され

ること。
3．自分の考えを持ち、表現することができること。
4．プライバシー及び名誉が守られること

豊かに育つ権利3

　あなたは、学んだり、遊んだりすることはもちろん、
様々な自然、文化、芸術、スポーツに親しむとともに、年
齢、発達に応じ、必要な情報を得ることが大切です。
　あなたが自ら考え、判断する力を身につけ豊かに育って
いくためには、自分に関係することを、自分の年齢や発達
に応じて自分で決めることが大切ですが、大人から支援や
助言などを受けることも必要です。

 条例

第7条
子どもは、様々な経験を通して豊かに育つため、次に
掲げる権利が保障されなければなりません。
1．学び、遊び、及び休息することにより、のびのびと育

つこと。
2．様々な自然、文化、芸術、スポーツ等に触れ親しむこ

と。
3．成長に必要な情報の提供が受けられること。
4．年齢及び発達に応じて、適切な支援、助言等が受けら

れること。

主体的に参加する権利4

　あなたが参加に必要な情報や支援を受け、自ら考え、意
見を表明するためには、今の仲間に参加するだけではなく、
新たに仲間をつくり、集まって企画することも必要です。
　あなたがその中で役割を担い果たしていくことは、あな
た自身が学び、責任感を養うことにつながります。

 条例

第8条
子どもは、自分にかかわることに主体的に参加するため、
次に掲げる権利が保障されなければなりません。
1．自分の意見を表明する機会が与えられること。
2．表明した意見が、年齢及び発達に応じて、その真意をく

まれ、適切な配慮がなされること。
3．参加に必要な情報の提供その他必要な支援が受けられ

ること。
4．仲間をつくり、仲間と集い、社会に参加すること。

6

「権利」について考えてみようWORK
3

7

あなたが特に大切な権利を選んだ理由を書いてみようQ2

安心して生きる権利 自分らしく生きる権利 豊かに育つ権利 主体的に参加する権利

次に大切な権利次に大切な権利2

特に大切な権利1

大切な権利3

あなたが特に大切だと思う「権利」は、何ですか？Q1
下の「4つの権利」の中から、特に大切、次に大切、大切な権利と考える番号を振り分けてみよう

①命が守られ安全な環境で
くらせること

②愛情及び理解をもって育
まれること

③健康に配慮され、適切な
医療が受けられること

④虐待、暴力及び犯罪から
守られること

⑤差別及び不当な扱いを受
けないこと

⑥かけがえのない自分を大
切にすること

⑦個性や他の者との違いが
認められ、人格が尊重さ
れること

⑧自分の考えを持ち、表現
することができること

⑨プライバシー及び名誉が
守られること

⑩学び、遊び、休憩しのび
のびと育つこと

⑪様々な自然、文化、芸術、
スポーツに親しむこと

⑫成長に必要な情報の提供
が受けられること

⑬年齢及び発達に応じて、
適切な支援、助言等が
受けられること

⑭自分の意見を表明する機
会が与えられること

⑮表明した意見が、年齢及
び発達に応じて、その真
意をくまれ、適切な配慮
がなされること

⑯参加に必要な情報の提供
その他必要な支援が受
けられること

⑰仲間をつくり、仲間と集
い、社会に参加すること



あなたの夢は何ですか？WORK
4

8

今のあなたの夢を書いてみよう

Q1 あなたの性格をひと言で表現すると？ Q2 あなたの好きなもの・ことは何ですか？

Q3 あなたが得意なことは
何ですか？

Q4 あなたが尊敬している人・目
標としている人はいますか？

Q5 あなたの苦手なことは
何ですか？

今のあなたの夢

9

20年後のあなたを想像してみよう

Q1 どんな仕事をしていますか？
どんな職業に就いていますか？ Q2 どんな大人になっていますか？

20年後のあなた

気付いたこと、考えたこと、思ったことを書いてみよう。




